
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和８年５月１５日（金）    ８：２０～８：２６ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：高 市 早 苗 内閣総理大臣 

林 芳 正 国務大臣（総務大臣） 

平 口 洋 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

松 本 洋 平 国務大臣（文部科学大臣） 

上 野 賢一郎 国務大臣（厚生労働大臣） 

鈴 木 憲 和 国務大臣（農林水産大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

金 子 恭 之 国務大臣（国土交通大臣） 

石 原 宏 高 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（防衛大臣） 

木 原 稔 国務大臣（内閣官房長官） 

松 本 尚 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

牧 野 たかお 国務大臣（復興大臣） 

あかま 二 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小野田 紀 美 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者：黄川田 仁 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：尾 﨑 正 直 内閣官房副長官 

佐 藤 啓 内閣官房副長官 

露 木 康 浩 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○国会提出案件     ４件 

○公布（法律）     １件 

○法律案        ２件 

○政令         ４件 

○人事         ３件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解となった。 
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議事内容： 

○木原国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

  まず、閣議案件について、尾﨑副長官から御説明申し上げます。 
○尾﨑内閣官房副長官：国会提出案件について、申し上げます。質問主意書に対する

答弁書４件について、お手元の資料のとおり、御決定をお願いいたします。 
  次に、法律の公布について、御決定をお願いいたします。「物流効率化法の一部改

正法」が、１３日の参議院本会議において、可決成立したものであります。 
  次に、法律案２件について、御決定をお願いいたします。まず、「刑事訴訟法の一

部改正法案」は、再審の手続等に関する規定の整備を行うものであります。 
  次に、「著作権法の一部改正法案」は、商業用レコード等が公の場で利用された際

に、実演家等が二次使用料を受け取ることができる権利の創設等を行うものであり

ます。 
  次に、政令４件について、御決定をお願いいたします。まず、「児童福祉法施行令

の一部改正令」は、児童相談所を設置する市として柏市を追加するものであります。 
  次に、「著作権法施行令の一部改正令」は、民事関係手続デジタル化法の一部の施

行に伴い、著作物の公衆送信等を行うことができる裁判手続を規定する法律を定め

るものであります。 
  次に、「マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法の一部の施行期日令」

は、同改正法の一部の施行期日を令和９年４月１日とするものであり、「マンショ

ン管理適正化法施行令の一部改正令」は、同改正法の一部の施行に伴い、所要の規

定の整理を行うものであります。 
  次に、人事案件について、申し上げます。まず、片山財務大臣が、Ｇ７財務大臣・

中央銀行総裁会議出席等のため、１７日から２０日まで、海外出張されますので、

御了解をお願いいたします。 
  次に、厚生労働大臣政務官神谷政幸に、第７９回世界保健総会日本政府代表を命

ずることについて、御決定をお願いいたします。 
  次に、江田昌佑外１３３名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
○木原国務大臣：次に、内閣総理大臣から御発言がございます。 
○高市内閣総理大臣：片山大臣は、海外出張いたしますが、その出張不在中、林大臣

を臨時代理とすることといたします。 
○木原国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 
  引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 
  御発言はございますか。 
  無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和８年 

５月 15日 

◎ 国 会 提出 案件

1. 衆 議院 議 員長 妻 昭（ 中 道） 提 出孤 立 死及 び 非

正 規 公務 員に関 す る質 問 に対 す る答 弁 書に つ

い て （決 定）         （内 閣 官房 ）

 ○ 1. 衆議 院 議員 日 野紗 里 亜（ 国 民） 提 出交 通 事故

等 に よる 被害を 受 けた 胎 児に 係 る法 整 備に 関

す る 質問 に対す る 答弁 書 につ い て（ 決 定）

（ 法 務省 ） 

1. 参 議院 議員 高 良沙 哉 （沖 縄 ）提 出 旧姓 使 用 の

法 制 化 及び 選択 的 夫婦 別 姓制 度 に関 す る質 問

に 対 す る答 弁書 に つい て （決 定 ）  （ 同上 ）

1. 参 議院 議員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 自衛 官 の

階 級 呼 称 の変更 に 関す る 質問 に 対す る 答弁 書

に つ い て （決定 ）        （ 防 衛省 ）

◎ 公 布 （法律 ）

☆ 物資の 流 通の 効 率化 に 関す る 法律 の 一部 を 改正 す

る 法 律 （ 決定）

◎ 法 律案

   ○ 刑事訴 訟 法の 一 部を 改 正す る 法律 案 （決 定 ）

（ 法 務省 ） 

〃 ○ 著 作権法 の 一部 を 改正 す る法 律 案（ 決 定）

（ 文 部科 学省 ） 

◎ 政 令 

○ 児 童 福祉法 施 行令 の 一部 を 改正 す る政 令 （決 定 ）

（ こ ど も家庭 庁 ）

〃 ○ 著作 権法 施 行令 の 一部 を 改正 す る政 令 （決 定 ）

（ 文 部 科学 省） 

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
あ り  

資 料
な し

［ 別　添 ］
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 ○ 老 朽化 マン シ ョン 等 の管 理 及び 再 生の 円 滑化 等 を

図 る た め の建物 の 区分 所 有等 に 関す る 法律 等 の 一

部 を 改 正 する法 律 の一 部 の施 行 期日 を 定め る 政 令

（ 決 定 ）            （ 国 土交 通 省） 

〃  ○ マン ショ ン の管 理 の適 正 化の 推 進に 関 する 法 律施

行 令 の 一 部を改 正 する 政 令（ 決 定）   （ 同 上） 

 

◎ 人  事  
☆ 財 務 大 臣片山 さ つき の 海外 出 張に つ いて （ 了解 ） 

 ○ 厚 生労 働大 臣 政務 官 神谷 政 幸に 第 ７９ 回 世界 保 健

総 会 日 本 政府代 表 を命 ず るこ と につ い て（ 決 定） 

〃  ☆ 鹿屋 体育 大 学名 誉 教授 江 田昌 佑 外１ ３ ３名 の 叙位

又 は 叙 勲 につい て （決 定 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
資 料  
あ り  
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